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はじめに

　まず1990年代以降の状況について「通史」が記して

いるところをみておこう．

　90年代になって，厚生省が社会保障改革に本格的に乗

り出した背景は，高齢化社会の到来にある医療と福祉の

領域での需要の急増と，社会保険を含む社会保障の財源

の圧縮圧力との激しい衝突にあった．（中略）社会保障制

度審議会の「95年勧告」および「介護保険制度」（97年）

は，政府・厚生省のそれにたいする対応であった．1）

　社会保障制度審議会などによる社会福祉の基礎構造改

革が，社会福祉全体に与えた影響は大きい．社会福祉に

経済原理が持ち込まれたことである．それまで，高齢者

福祉・児童福祉・障害（児）者福祉などを利用する人た

ちは，福祉のお世話になるのは恥ずかしい・申し訳ない

などと憐れみの感を持ちながら利用するものであった．

この考えは，長い社会福祉の歴史の中で形成されたもの

であり，日本のみならず社会福祉の歴史を現しているも

のであるといえるのである．しかし，障害（児）者であ

れ高齢者であれ，人間が人間らしい生活をするのは当然

のことであり，長い歴史の中で妨げられてきたこの当た

り前の考えを獲得できたきっかけが，この社会福祉基礎

構造改革であったといえるかもしれない．すなわち介護

保険や支援費の実施によってようやく浸透してきたとい

えよう．

　高齢者福祉を出発点にし，知的・身体障害（児）者の

世界に契約制度をもたらしてくれた支援費制度は，実施

後わずか1年で見直しの方向が取られるようになった．

厚生労働省による当初の見通しと大分懸け離れた利用実

績で国庫負担率が急上昇し，制度上の見直しを迫られる

結果となったのである．このことは，政策主体にとって

は改善すべきことではあるが，裏を返してみるとこの支

援費を利用している障害（児）者が数多くいることを示

しているといえよう．最近では，利用額の問題点など行

政中心の情報しか流れておらず，本来主体であるべき障

害（児）者の利用状況などは，あまりにも社会的に知ら

れていないのではなかろうか．

　支援費といった障害（児）者福祉全体に関わる制度は，

国・行政の意向が強く反映されがちとなり，障害（児）

者といった当事者の意向が反映されにくいものとなりが

ちである．本研究では，障害児を中心に，支援費制度の

創設の経緯・問題点，障害児福祉の特異点をとりあげ，

これからの支援費制度・障害（児）者福祉サービスのあ

り方について考えていきたいと思う．

1．支援費制度について

＊　社会福祉研究室

＊＊川崎市しいのき学園

（1）措置制度のもとで

　介護保険や支援費制度などを取り上げる際，必ず出て

くる言葉として，「措置」制度と「契約」制度がある．

これらは社会福祉基礎構造改革の一番の目玉であり，一

番のキーワードとして各報道機関等で宣伝された言葉で

あるといえる．
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「措置」に関する意味あいは，さまざまなものが存在し

ているが，一般的には以下のように定義されているとい

えよう．

　「措置」とは，行政機関（保健福祉センターや児童相

談所など）が，児童・利用者などに対し施設を利用する

ことの必要性や妥当性を判断し，決定することである．

この決定をする権限のことを措置権といい，措置権を持っ

ている行政機関を措置権者という．2）

　この措置制度のいちばんの問題点としては，利用者の

ニーズが反映しにくいということである．措置権者であ

る行政機関，っまり児童相談所・保健福祉センターなど

が，施設利用の対象であるかどうかを判断することに主

眼をおいており，利用者と措置権者の間に力の格差が生

じてしまう構造となっている．実際にあった例としては，

保育所の利用に関しての申請があった際に，申請者のニー

ズ（自宅から近い。通勤経路の途中など）が反映されず，

自宅から遠く・利用しにくい保育所に措置されてしまっ

たということがあった．

　この措置制度成立の背景には，戦後の社会福祉政策の

歩んできた歴史が影響していると言える．戦前・戦後は，

施設入所中心の政策を取ってきた．救貧法等の社会保障

政策は，本当に最低限度の者しか保護の対象としておら

ず，篤志家などによる施設福祉が中心となっていた．特

に障害（児）者に対する差別は強く，1940（昭和15）年に

国民優生法で障害児の存在を認めなかったように，福祉

全体が差別的傾向をもった施策であった．3）

　敗戦，戦争によって都市生活が破壊され，また戦争孤

児や負傷兵の救済などが大きな問題となっていた．戦前

の差別的意識というよりも，早急の問題解決の一っとし

て，在宅生活困難者に対して児童施設・養老施設・障害

（児）者施設などを設置し，そこで専門的な世話をする

ことが問題解決に有効であるとして，公的施策の中心に

施設入所が位置づけられたのであった．の

　圧倒的に施策・制度・施設が不足している状況では，

障害（児）者の意向というよりも目の前の問題解決をす

ることが求められた．終戦直後の貧困な経済状況から，

朝鮮戦争特需や高度経済成長など経済的余裕が出てくる

と，より施設入所への動きがでてくるようになった．施

設に入所し，専門的治療・教育を受けさせてあげたい，

親の心身疲労を少しでも軽減して欲しい等といった要望

と，潤沢な税収に支えられた地方公共団体の意向によっ

て，各地に福祉施設の設置が押し進められるようになる．

現在，問題となっているコロニーもこの時期に設立され

たものである．

　脱施設化の動きが出てきたのは，1981（昭和56）年の

国際障害者年がきっかけである．それ以前に，1950年

代，デンマークで「ノーマライゼーション」の理念がで

てきた．それまでは，知的障害者は大規模な収容施設で

生活をしてきたが，障害があるということで「隔離され

た生活」で良いのか等の考えから，この理念が出てきた．

日本では，障害者自身が地域生活の試みを自ら行ない，

「地域で，一人の人間として自立した生活を送る」とい

う考えを実践的に行なった．しかし，身体障害者が中心

として行なっており，知的障害者の場合は「親なき後，

どこで生活をするのか」といった問題意識によって，な

かなか浸透していきにくい状況であった．

　1962（昭和37）年に愛知県のはちのす寮で試みられた

グループホームは，1989（平成元）年に「地域生活援助

事業」として本格的に始まることになった．5）これま

での指導・訓練的なものは最小限とし，障害者の自主性

を重んじた運営を行なうことが強調された．その後，各

地方自治体がグループホームの設置に助成を行なうこと

によって，都市部を中心に多くのグループホームが設置

されることとなった．

　そして2000（平成12）年5月，「社会福祉の増進のため

の社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立

したことに伴い，それまでの措置制度が基本的に契約制

度へと移行するようになった．しかし，障害児施設にお

ける入所措置や一時保護措置などは，児童相談所に措置

権が残るようになり，知的障害児施設には二っの制度で

利用する利用者がいることになった．

（2）介護保険について

　次に高齢者福祉の介護保険と障害（児）者福祉の支援

費制度にっいて考えてみることにしたい。最近では介護

保険と支援費制度の統合問題が新聞紙上で取りざたされ

ている．この二つの制度の行く末が，今後の社会福祉政

策の方向性を表しているといえよう．

　介護保険と支援費制度に共通する点は，事業主と利用

者が直接契約を結ぶことである．まず，介護サービスを

利用したい人が，市区町村に申請を行ない，医療・福祉・

保健の面から利用者の状況を判定し，5段階の介護度・

要支援，非該当を認定している．その後，ケアマネージャー

（居宅介護支援員）が介護度とその利用者にとって適切
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な福祉サービスの選択をし，介護支援事業者を選定し利

用する形となっている．

　在宅サービスを利用する際には，認定された介護度に

よって支給（利用）限度額が設定されている．一番重い

介護度5の場合，月額358，300円まで利用できる．その

うち，利用者負担として1割を利用料として事業主に支

払い，残りは保険による支給という形を取っている．月

額の限度額を超える利用をする際には，利用者と事業主

との自由契約という形となり，全額自己負担となってし

まう．また所得に応じては，その利用料が減免されるな

どの配慮がなされている．

　　　　　　　　　　　注：要介護状態となるおそれのある状態
　　　　認定の申請　　　　の場合も同様

居宅サービス計画（ケアプラン）

の作成　（居宅介護支援事業者）

（一定期間経過後）

　　、
要介護認定の見直し

図1　介護保険における在宅サービスの流れ

　また，この制度は保険方式をとっており，利用をして

いない人も保険料を支払うことにより運営されている．

65歳以上の人を第1号被保険者，40歳以上65歳未満の

人を2号被保険者としている．その保険料は，地域によっ

て・所得によって設定されており，地域の実状にあった

徴収が行なわれている．

　しかしこの制度は，中流階級の利用者が一番負担が大

きい制度といわれている．ある一定の収入がある人であ

れば，それほど保険料・利用料もあまり減免されない．

以前のような措置政策の場合，各自治体が独自に助成制

度という形で援助を行なっていたが，全国画一的な施策

に変化したことによって，その助成制度も削減されてし

まったということが，高齢者福祉が「福祉」ではなくなっ

てしまったといわれてしまうところなのである．6）

（3）障害（児）者の現状は

　現在の社会福祉は，社会保障と呼ばれる分野（生活保

護や虐待による一時保護など）や障害（児）者の機能訓

練事業（療護施設・入所更生施設以外）などを除いて，

そのほとんどが契約制度に移行したといえる．それまで

の「お上の世話になる」といわれてきた福祉は，契約制

度による利用者・事業者が対等な立場に立つこと，閉鎖

的環境であった状況から，一般企業やNPO法人が参加

するようになり，さまざまな場所で居宅介護サービス提

供事業所やグループホームの開設が行なわれ，福祉の世

界がうまく広がっていったといえるようである．

　その流れを加速させる意味あいを持ちっっ，平成

15年4月から障害（児）者福祉に支援費制度が導入され

ることになった．この流れにより，障害者の世界では契

約制度を中心とし，障害児の場合はできる限り支援費制

度を利用し，虐待などといった地域の社会資源では対応

できないケースなどは，入所措置で対応していくと考え

られているといえよう．行政機関の施策は，金銭的援助

（特別児童手当等）と施設入所措置によって運営されて

きたが，近年の経済状況による税収の低下やノーマライ

ゼーションの意識の浸透などにより，その中心は地域在

宅福祉へと移行していくと考えられる．

　これまで障害児をもっ親たちは，子どもの世話をすべ

て行なってきた．障害児の介護の，そのほとんどは母親

が行なっていることが多い．出産当初から子どもと一番

接する時間が多いのは母親であり，比較的休暇制度など

が取りやすく，病院への通院や保健所での検診などを行

なう際にも母親が連れて行くことが多い．そのような状

況で，障害が発見され告知を受け，悩み苦しみ，少し受

容できて前向きになった時，「介護する母親へ」と気持

ちが変化していく．その後，治療・訓練を受けていく上

で，母親に「この子を守っていかなければ」という責任

感が芽生えていくのだが，そのことが，逆にストレスや

プレッシャーとなってしまうことが多い．周りの母親た

ちは，子育てが一段落をした後，再就職や会社へと戻っ

ていく一方で，自分は我が子の世話に追われてしまう．7）

　措置制度では，緊急な要件がなければ施設の利用が困

難であった，近年の女性の社会進出率が上昇していくな

かで，障害児の親は働いてはいけないのかという考えも

でてくるであろう．また，日々の介護疲労を少しでも軽

減できるように休みを取りたいという人も出てくる．そ

のような意味あいでも，障害児福祉に契約制度が導入さ

れるのは望ましいことであり，開かれた障害児（者）福

祉が今後の方向として求められるが，支援費制度はさま

ざまな問題を抱えており，いろいろな議論が現在なされ
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2．支援費制度の問題点一対象・主体・財源
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　これまで述べてきたように，支援費制度は措置制度と

異なり「利用者」と「事業主」が直接契約を結ぶことに

よって利用できるものである．一見すると介護保険と同

様の制度であるように思えるが，細かなところで異なっ

ており，それによりさまざまな問題を抱えている．

まず，支援費制度の仕組みを見ていく．支援費の利用を

希望する人は，市区町村に支給申請を行ない，判定を受

ける．その際に，療育手帳・身体障害者手帳による障害

判定，住居環境，介護を行なう者の状況，手帳には出て

こない障害状況（強度行動障害や自傷・他傷，破壊行為

など）を調査し，支給量・障害程度区分，利用者負担額

などが決定される．支給量とは，月に介護サービスを利

用できる量（施設サービスでは日数，在宅サービスでは

時間）のことであり，障害程度区分は障害程度によるサー

ビスの必要性を表し，それによって施設側の請求金額が

変わってくる．

　支給量・負担額が決定したところで，利用者には受給

者証が交付され，利用したい施設・事業主と契約を結ぶ

ことになる，事業主と利用者との間で契約書とサービス

内容・苦情解決に関する要項・利用負担額（実費負担分

など）などを記載した書類を取り交わすことによって，

初めてサービスが提供できることになっている．

燃L－ m憂］耀笙欝劉

　　①支援費

　　支給申謂

↓ ②支給決定

　③

⑥支援費の

　代理請求

　　　　　　　　　　　　　　　　指定事業者・施設　　　　　　　⑤利用者負担額の支払

　　　　　　　　図2　支援費制度

（＊）支援費制度の利用が困難な場合は市町村が措置する．

　このような流れの中で，支援費制度は運営され，利用

者が利用しているのである．しかし，運営を始めて1年

が経とうとしている中，さまざまな問題点が出てきてい

る．それを3点などに絞ってみていくことにしたい．

（1）対象にとって

　支援費制度は，心身障害者を対象としているが精神障

害者は対象としていない．医療的側面もある精神保健福

祉はその対象外とされ，今までどおりの制度が残ってい

る状況である．精神障害者福祉は，事業補助方式によっ

て運営がなされており，基本的には事業補助金によって

運営がなされている．そのたあ，事業者の財政が安定し

事業費摘助方式

　　図3　事業費補助方式

ないことや事業費補助を獲得することを目的とした事業

を展開し，その内容とかけ離れた運営を行なわなければ

ならないといった問題も出てきている．

　また，障害児を対象とした事業は，児童福祉法に基づ

く児童居宅介護等事業（ホームヘルプサービス），児童

デイサービス事業，児童短期入所事業（ショートステイ）

の3事業とされており，障害程度や区分を明記してはい

ない．そのため各施設によって受け入れられる障害程度

を設定しなければならないといった問題が出てきている．

　また，近年ではADHD（注意欠陥・多動性障害）を

もった知的障害児，四肢麻痺や視覚・聴覚障害などを持っ

た重複障害児の利用も増えてきており，その対応に事業

者が苦慮しているという状況がある．

（2）主体にとって

　支援費の運営主体は，居宅介護サービス提供事業者と

入所施設であるが，そのサービス提供者の量・種類とも

に不足している状況をいわなくてはならない．

　介護保険導入時は，高齢者福祉の対象者が数多くいる

ことやこれからの超高齢化社会の到来が予想されて新規

参入業者が数多くいたため，当初の混乱はあったがうま

く発展していったといえる．ホームヘルプサービスやデ

イサービスなど，これまで公立施設が中心であったもの

が，一般企業やNPO法人などが数多く設置していった
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からである，

　しかし，支援費の導入によって障害者のデイサービス

事業が急速に発展したという情報はまだ入ってきていな

い．依然として，小規模作業所が障害者の日中の生活の

場である．ホームヘルプサービス事業は，介護保険事業

者が参入するような形となり，一応数的には増えている．

そのため，支援費に占めるホームヘルプサービス事業の

割合が高くなっている．そのことが次の財源の問題へと

なっている．

　さらに，支援費の利用の際のケアマネージメントの問

題が出てきている．介護保険の場合には，介護支援専門

員（ケアマネージャー）がその障害に応じたサービスの

選択を行ない援助を行なっているが，支援費制度では一

応生活支援センターが存在しているが，介護保険ほどの

浸透はしていない．特に障害児の場合，児童相談所・保

健福祉センター・療育センターなど複数の機関が関係し

ていることやサービスの種類が少ないたあ，親が直接サー

ビスを選択せざるを得ない状況である．そのため，障害

児の親が地域にどのような社会資源があるのかを知らず，

また利用することに躊躇してしまうといったことがあり，

あまり積極的に利用がなされにくい環境になってしまっ

ている．

（3）財源は

　支援費と介護保険は同様の契約制度を導入しているが，

その財源に大きな違いがある．介護保険は保険制度を用

いているが，支援費は変則的保険制度であるといえよう，

介護保険では，65歳以上の人を第1号被保険者，40歳

以上65歳未満の人を第2号被保険者として保険料を徴

収している．その保険料は，その人の収入に応じて・健

康保険の加入，地域の状況に応じて設定されている．ま

た，保険料の財源は税金（国・都道府県・市町村）が

50％・被保険者の保険料から50％の負担で行なってい

る．そして利用する人は利用負担額の1割を負担すると

している．

　しかし支援費制度では，国の負担が50％・地方公共

団体（国・都道府県・市町村）が50％を負担している．

そのため，利用者からの利用料以外の収入はなく，ほぼ

税金からの持ち出しという形をとっている．また，支援

費では介護保険と同じように，利用負担額月額上限を設

定しているが上限を超えた分は負担しなくてもよく，超

えた分に関しては全て税金からの持ち出しという形をとっ

ている．

　この結果，支援費を開始してから1年が経とうとして

いる中，その財源不足が露呈してくるようになる．平成

16年度の障害（児）者支援費の補助金は250億円程度不足

するといわれている．この原因として，在宅介護サービ

ス（ホームヘルプサービス）の利用増・長時間利用者の

増加であるとしている．8）

　そのため，支援費と介護保険の統合が出てくるように

なり，また厚生労働省も推し進あようとしている．厚生

労働省は，もともと高齢の障害者は介護保険を使ってい

たことや介護保険設立当初から若年層を対象としていた

という経緯から進められている．また，障害者問題を国

民的議題にすることなどを目的にしている．9）

その内容とは，第2号被保険者の対象者を20歳以上に

拡大し，安定した財源の確保を図ること．支援費では対

象としていなかった精神障害者も対象とし，明確なケア

マネージメントが確立していなかったのを介護保険の判

定方法で行ない，画一的な福祉サービスの提供を目指す

としている．介護保険をべ一スにし，障害者に必要なサー

障害者施簿

麟騨馴
要支援～要介護5

十

『帳】の±mUtス〕

〔灘〕

図4　介護保険と支援費の統合による障害者施策

ビスを上乗せするとし，現在のような支援費制度ではな

く介護保険に吸収されるような形となっているが，厚生

労働省はそのようなことをアナウンスしていない．また，

介護保険と支援費を統合することによって，国庫負担率

が減少し，また精神障害者福祉で行なわれた事業補償費

の削減が行なうことを最大の目的としている．今後どの

ような施策になるかは分からないが，注意深く見守って

いく必要がある．
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3．これからの障害児支援

　これまでの障害児福祉は，機能訓練・治療，入所措置

などが中心であり，あまり在宅支援を行なってこなかっ

た．っまり行政機関が障害児の親たちの頑張りに甘えて

しまっている状況であったといえる．しかし，近年のラ

イフスタイルの変化や障害児福祉にノーマライゼーショ

ンの理念が普及し始めてきたことにより，制度の変化が

求められるようになった．

　では，支援費によって知的障害児福祉にはどのような

影響が出てきたのであろうか．その一っは，利用者に利

用者意識が出てきたことである．過去，数々の知的障害

（児）者に対する事件などがおきてきた．施設における

虐待事件や障害者に対する詐欺事件など，障害（児）者

の人権を侵害することが多々あった．利用者・保護者な

どは，「施設を利用させていただく・ここでしか生活の

場所がない」などといった思いから，どうしても利用者

の声が施設・事業者へ届かなかった．しかし，支援費制

度の中に苦情解決の場を設置することが明記されたこと

によって，しっかりと利用者と事業主とが対等の立場で

交渉ができるようになった．これにより，利用者の意識

も向上し積極的にサービスの利用をするようになった．

　もう一っは，障害児の親たちのライフスタイルにあわ

せた福祉サービスの利用が可能になったことである．こ

れまでの措置制度では，冠婚葬祭などといった緊急性を

もった時以外の利用はあまりなされてこなかった．しか

し，支援費制度では親のレスパイト（疲労回復）を目的

とした利用も可能となり，幅広いサービスの選択が出来

るようになった．また，グループホームなどが整備され

ることにより，これまで障害児の親たちは一生その子ど

もの面倒を見なければならないとされてきたのが，障害

（児）者自身の人生を第一に，またその親自身の人生も

設計できるようになった．

　このようなメリットがある一方，これからの障害児支

援にはさまざまな問題点がある．それは，環境整備をす

る前に制度を推し進めてしまったことである．現在，短

期入所事業をしている所のほとんどが障害（児）者入所

施設である．既存の施設の一部を利用し，少人数の短期

入所事業を運営している形となっている．地域で生活し

ている人たちは契約し利用することを望んでいるのに対

し，事業者数が伸びないためなかなか利用しづらい状況

になりかねない．また，措置入所や次の施設が見つかっ

ていないときにショートステイを利用するなど，その利

用希望が増えている．特に児童においては，ショートス

テイ・デイサービスを行なっているところがすくなく，

親への負担が依然として続いてしまっている．

　また，学齢の障害児にとって養護学校r特殊学級が終

了してからの過ごし方が問題となってくる．就学前まで

は，統合保育の普及により保育所で過ごすことが出来る．

しかし，学齢児にとっては学校とは別の生活の場が必要

となる．学童クラブなどの利用も考えられるが，障害を

理解している指導員が少ないため，重度・多動など集団

生活を送るうえで特別な配慮を必要とする場合は，なか

なか預けることが難しい状況となっている．親のアンケー

トの中にも，「対応が難しい子どもということで，預け

る場所がなく困っている」というものがある．また，

「情報の入手方法が分からない・もっと情報がほしい」

という意見もある，10）

　これらの意見をいっている親たちは，日々障害を持っ

子どもの介助を行なっているのである．現在の所は大き

な問題が起きていないと思われるが，いっ福祉的援助が

必要となるか分からない．そのためにも障害児の親たち

が情報を収集できるよう，生活支援センターや行政機関

が細かく支援費やサービスに関する情報を提供すること

と，障害児のデイサービスを提供する施設の増設が望ま

れている．

　今後，障害児における措置制度の活用はあまり行なわ

れないと考えられる．これから中心となるべき地域福祉

は，有効な社会資源と専門的な介助者の養成にかかって

くるといえる．そのためにも，行政機関の努力・環境整

備を早急に行なわれなければならない．

おわりに

　これまで，障害児福祉サービスに介護保険と類似した

支援費制度を導入することによるサービスの多様化とい

くつかの問題点について考えてきた．これからの課題が，

入所施設中心から在宅福祉サービスへと，その比重を変

更していくにっれ，より地域における社会資源の拡大，

充実に努あなくてはならないことはいうまでもない．今

日，社会福祉における公助から共助へ，ということがい

われているなかで，公的責任の後退を招くことのないよ

うに見守っていく必要をいわなくてはならない．障害を
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負って生きる人々の生活をより芸術的な，創造的なもの

にするためにも．11）
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1．厚生労働省障害保健福祉部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

　Today，　a　service（life　support）to　the　handicapped　people　diversifies　very　much．

　Introduction　of　a　support　expense　system　similar　to　nursing－care　insurance　system　is　likely　to

give　the　l）ig　change　about　the　state　of　handicapped　child　welfare．

　We　must　grope　fbr　the　offer　of　the　drastic　service丘om　now．
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